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徳島県企業局建設工事請負業者選定要綱

最終改正：令和８年４月１日

第１章 総 則

（趣旨）

第１条 この要綱は、徳島県企業局事務決裁規程（昭和５４年徳島県企業局訓令第５号）別表第１及び別

表第３により、企業局長（以下「局長」という。）及び各課長がその権限に基づいて発注する建設工事

の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約について、請負業者（以下「業者」という。）を公正かつ

適切に選定するために定める。

２ 随意契約について、特別の理由があるときは、次条から第７条までの規定にかかわらず、業者を選定

することができる。ただし、この場合において、第８条以下各条の規定を準用する。

（業者の資格）

第２条 業者の資格は、昭和５８年徳島県告示第５０号（建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指

名競争入札参加資格審査要綱）第５条の規定により、等級別に格付けされた者とする。

第２章 業者の格付け基準

（格付け）

第３条 業者の格付けは、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定に基づく

経営事項の審査の結果算定された客観的事項（経営規模、経営状況、技術力等）による客観点数及び昭

和５８年徳島県告示第５０号第５条第１項第２号の規定に基づく基準による審査の結果算定された主観

的事項（工事成績、技術力、資格停止等）による主観点数を合計した格付点数により、別表に掲げると

おり区分する。

（等級格付けの有効期間）

第４条 昭和５８年徳島県告示第５０号第５条の規定による等級別格付けの有効期間は、当該決定のあっ

た日から起算して、翌年（県外業者については２年後）の等級格付けの決定の前日までとする。

（等級別発注金額）

第５条 建設工事の等級別上限発注金額は、別表のとおりとし、等級別発注金額については別に定めるも

のとする。

第３章 適格業者の選定

（適格業者の選定）

第６条 適格業者の選定は、当該建設工事の等級別発注金額に対応する等級以上の等級の資格を有する業

者のうちから選定するものとし、選定方法については、別に定めるものとする。

（適格業者選定の特例）

第７条 災害工事等で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、その他特別の理由があるときは、前条

の規定にかかわらず、適格業者を選定することができる。

第４章 建設工事審査委員会

（委員会の設置）

第８条 建設工事における業者の選定を、公正かつ適切にするとともに、適正な契約の履行を確保するた

め、建設工事審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、第１委員会及び第２委員会とし、次の分掌によって業者の工事施工能力、経営規模、工事

成績、信用度、地理的条件その他の諸条件を審査し、適格業者を選定する。

第１委員会 請負対象額が２億円以上のもの

第２委員会 請負対象額が２億円未満のもの
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（組織）

第９条 委員会は、次の職にある委員をもって組織する。

第１委員会 局長、副局長、次長（事業推進・施設基盤整備担当）

経営企画課 課長

経営推進室長

事業推進課 課長

エネルギー・地域貢献担当課長

施設基盤整備課 課長

総合管理推進センター 所長、次長

第２委員会 経営企画課 課長

経営推進室長

事業推進課 課長

エネルギー・地域貢献担当課長

施設基盤整備課 課長

総合管理推進センター 所長、次長

（委員長）

第１０条 委員長は、第１委員会にあっては局長、第２委員会にあっては経営企画課長をもって充てる。

２ 委員長は、会務を総理する。

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

４ 委員長は、臨時に必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができる。

（会議）

第１１条 会議は、委員長が招集する。

２ 委員会の議事は、公表しない。

（委員会の庶務）

第１２条 委員会の庶務は、経営企画課の管財担当において処理する。

第１３条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第５章 補則

（職務上の秘密保持）

第１４条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得た事項を他

に漏らしてはならない。

附 則

この要綱は、昭和５５年１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和５６年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和５７年１０月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成元年５月１日から施行する。

２ 改正後の徳島県企業局建設工事請負業者選定要綱の規定は、平成元年度の指名競争入札参加資格の等

級別格付けの決定のあった日から適用する。

附 則

この要綱は、平成４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成５年１月１日から施行する。

附 則
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この要綱は、平成５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成６年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成７年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成９年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１０年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１１年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１４年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１６年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１８年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則
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この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
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○徳島県企業局建設工事請負業者選定要綱第３条別表
（Ｒ８．４．１改正）

建 設 工 事 の 種 類 等 級 格 付 点 数 発 注 上 限 金 額
特Ａ １，４２７以上

土 木 一 式 工 事 Ａ ８２９以上 ２億円未満
とび・土工・ｺﾝｸ ﾘ ｰﾄ工事 Ｂ ７００以上 ５０００万円未満
水 道 施 設 工 事 Ｃ ４６５以上 ２０００万円未満

Ｄ － １０００万円未満

特Ａ １，０９６以上
建 築 一 式 工 事 Ａ ６８７以上 ２億円未満

Ｂ ５９２以上 ７０００万円未満
Ｃ － ２５００万円未満
Ａ ９００以上

電 気 工 事 Ｂ ７８０以上 ４０００万円未満
Ｃ ７７９以下 ２０００万円未満
Ａ ８００以上

電 気 通 信 工 事 Ｂ ５００以上 ２０００万円未満
Ｃ ４９９以下 ５００万円未満
Ａ ７８０以上

管 工 事 Ｂ ７１０以上 ３０００万円未満
Ｃ ７０９以下 １５００万円未満
Ａ ９８０以上

鋼 構 造 物 工 事 Ｂ ８００以上 ４５００万円未満
Ｃ ７９９以下 ２０００万円未満
Ａ ９１０以上

舗 装 工 事 Ｂ ７８０以上 ３０００万円未満
Ｃ ７７９以下 １０００万円未満
Ａ ７６０以上

し ゅ ん せ つ 工 事 Ｂ ６３０以上 ４５００万円未満
Ｃ ６２９以下 ２０００万円未満
Ａ ７４０以上

塗 装 工 事 Ｂ ６６０以上 ５０００万円未満
Ｃ ６５９以下 １０００万円未満
Ａ ７４０以上

防 水 工 事 Ｂ ６８０以上
Ｃ ６７９以下 ５００万円未満
Ａ ７００以上

機 械 器 具 設 置 工 事 Ｂ ６５０以上 １０００万円未満
Ｃ ６４９以下 ５００万円未満
Ａ ７６０以上

造 園 工 事 Ｂ ６４０以上
Ｃ ６３９以下 ５００万円未満
Ａ ８００以上

解 体 工 事 Ｂ ６００以上 ４０００万円未満
Ｃ ５９９以下 １５００万円未満

そ の 他 ※

注 格付けについては、第３条別表の格付点数のほか「格付けのその他の基準（技術者条件、
完成工事高条件）」による。

【参考】一式工事の等級別格付点数の決定方法
（１）土木一式工事では、「格付けのその他の基準」を満たす企業の中から格付点数の高い

順に、特Ａ…上位３０社、Ａ…特Ａの次位２２０社（ただし格付点数８００点以上）、
Ｂ…Ａの次位２５０社（ただし格付点数７００点以上）、Ｃ…Ｂの次位３５０社、Ｄ…
その他として選定の上、それぞれの等級の最下位順位の企業の格付点数とする。なお、
最下位順位に該当する企業が複数ある場合は、規定企業数にかかわらず、そのいずれの
企業も当該等級に格付けするものとし、次位等級はその次の順位の企業から選定する。

（２）建築一式工事も土木一式工事と同様とするが、企業数については格付点数の高い順に、
特Ａ…上位３０社、Ａ…特Ａの次位７０社、Ｂ…Ａの次位８０社、Ｃ…その他とする。
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格付けのその他の基準

令和７年４月１日最終改正

徳島県企業局建設工事請負業者選定要綱第３条別表注に規定する格付けのその他の基準

（技術者条件、完成工事高条件）は次のとおりとする。

１ 技術者条件

土木一式工事及び建築一式工事において等級ごとに技術者条件を設定し、格付点数に

関係なくその条件に満たない者は次位の等級とする。

建設工事の種類 等 級 技 術 者 条 件

特Ａ 技術職員１２人以上（内１級６人以上)

Ａ 技術職員 ６人以上（内１級３人以上）

土木一式工事 Ｂ 技術職員 ３人以上（内１級１人以上）

Ｃ 技術職員 ２人以上

Ｄ 条件なし

特Ａ 技術職員 ８人以上（内１級３人以上）

建築一式工事 Ａ 技術職員 ５人以上（内１級２人以上）

Ｂ 技術職員 ３人以上（内１級１人以上）

Ｃ 条件なし

注 この技術職員数は、経営規模等評価の審査基準日において６か月を越えて継続雇用

されている技術者のうち、「格付けに係る技術者」として当該業種に割り当てられた

者の数である。

なお、技術者の割当は１人２業種以内となっているため、実際に当該業種を担当で

きる技術者数とは一致していない場合がある。
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２ 完成工事高条件
建設工事の種類の等級ごとに定められている発注上限金額を基準とした完成工事高条

件を設定し、格付点数に関係なくその基準に満たない年間平均完成工事高の者は当該発
注上限金額に対応する等級とする。ただし、しゅんせつ工事は対象外とする。
なお、完成工事高条件は直近の経営事項審査の工事種類別年間平均完成工事高に基づ

くものとする。

建 設 工 事 の 種 類 等 級 完 成 工 事 高 条 件 ( 税 込 )
特Ａ ２億円以上

土 木 一 式 工 事 Ａ ５０００万円以上
とび・土工・ｺﾝｸ ﾘ ｰﾄ工事 Ｂ ２０００万円以上
水 道 施 設 工 事 Ｃ １０００万円以上

Ｄ １０００万円未満

特Ａ ２億円以上
建 築 一 式 工 事 Ａ ７０００万円以上

Ｂ ２５００万円以上
Ｃ ２５００万円未満

Ａ ４０００万円以上
電 気 工 事 Ｂ ２０００万円以上

Ｃ ２０００万円未満
Ａ ２０００万円以上

電 気 通 信 工 事 Ｂ ５００万円以上
Ｃ ５００万円未満
Ａ ３０００万円以上

管 工 事 Ｂ １５００万円以上
Ｃ １５００万円未満
Ａ ４５００万円以上

鋼 構 造 物 工 事 Ｂ ２０００万円以上
Ｃ ２０００万円未満
Ａ ３０００万円以上

舗 装 工 事 Ｂ １０００万円以上
Ｃ １０００万円未満
Ａ ４５００万円以上

し ゅ ん せ つ 工 事 Ｂ ２０００万円以上
Ｃ ２０００万円未満
Ａ

塗 装 工 事 Ｂ ５００万円以上
Ｃ ５００万円未満
Ａ

防 水 工 事 Ｂ ５００万円以上
Ｃ ５００万円未満
Ａ １０００万円以上

機 械 器 具 設 置 工 事 Ｂ ５００万円以上
Ｃ ５００万円未満
Ａ

造 園 工 事 Ｂ ５００万円以上
Ｃ ５００万円未満
Ａ ４０００万円以上

解 体 工 事 Ｂ １５００万円以上
Ｃ １５００万円未満

そ の 他 ※


